
こどもの居場所づくり支援事業業務委託 

企画提案実施要領 

 

１ 委託業務名 

こどもの居場所づくり支援事業 

 

２ 委託業務の内容 

別紙「こどもの居場所づくり支援事業業務委託仕様書」のとおり 

 

３ 委託業務期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託上限額 

１０，８６６，０００円（消費税及び地方消費税込み）を上限とする。 

 

５ 参加資格 

複数の者による共同提案を認めるが、この場合は、代表者を定めた上で企画提案競技に参加す

るものとし、県との契約の当事者は当該代表者とする。また、県との契約締結後、当該代表者と

代表者以外の構成員で再委託契約を結ぶこととする。再委託については、別途委託契約書に定め

る県の事前承認が必要となる。 

参加者に必要な資格は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者でないこ

と。 

（２）埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第９１条の規定により埼玉県における一

般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３）公示日から提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成

２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措置を受けていない者である

こと。 

（４）提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日付

け入審第９７号）に基づく入札参加除外措置を受けている者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）

に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、手続開始決定後に埼玉県知

事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。 

（６）法人税、法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税等納付す

べき税金を滞納していないこと。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

掲げる暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利

益となる活動を行う者でないこと。   



６ 企画提案競技に関する事項 

（１）スケジュール 

実施要領掲載  ２月２７日（金） 

質問受付   ２月２７日（金）～ ３月 ４日（水） 

質問への回答  ３月 ９日（月） 

企画提案書受付  ２月２７日（金）～ ３月１６日（月） 

審査結果通知  ３月２７日（金） 

 

（２）企画提案書等の提出 

企画提案に当たっては、以下の書類を提出すること。 

ア 企画提案参加申込書（別紙様式１） 

イ 企画提案書 

  別紙「こどもの居場所づくり支援事業業務委託仕様書」の内容を踏まえ、以下の内容を

必ず記載すること。 

（ア）基本方針 

   本事業を実施する上での基本方針及び提案者の強み、特に重要と思えるポイントを記

載すること。 

（イ）事業計画 

  ・ 全体スケジュール 

  ・ こどもの居場所づくりアドバイザーの登録・派遣 

     アドバイザー派遣制度を利用してもらうための周知方法について記載すること。 

     また、派遣依頼から日程調整、派遣、実績報告まで効率的に実施するための工夫

について記載すること。 

  ・ こどもの居場所づくりセミナーの実施 

     開催候補地や開催方法等、事業効果を高める工夫を記載すること。 

  ・ こどもの居場所づくり相談会の実施 

     こどもの居場所運営者の課題解決となる相談会の実施テーマについて、候補を

提案すること。 

（ウ）運営体制 

（エ）予算内で仕様書の内容に追加できる独自企画案 

ウ パンフレット等、法人の事業概要が分かるもの 

エ 見積書 

オ 決算関係書類 

カ 法人税、法人県民税（県内に事業所がある場合）、法人事業税（県内に事業所がある場

合）、地方法人特別税（県内に事業所がある場合）、並びに消費税及び地方消費税の納税証

明書 

キ 参加資格の要件を満たす旨の誓約書（別紙様式２）   



７ 企画提案書等の提出方法等 

（１）提出方法 

電子メール 

※必ず電話による到達確認を行うこと。 

 

（２）提出先 

 埼玉県福祉部こども支援課 こどもの居場所担当 

 電 話 ０４８－８３０－３３４８ 

 メール a3330-04@pref.saitama.lg.jp 

 

（３）受付期間 

令和８年２月２７日（金）から令和８年３月１６日（月）１７時まで 

 

（４）その他 

ア 企画提案書等の提出については、１提案者につき１提案に限る。 

イ 企画提案書等の提出後は、その内容を変更することはできない。また、提出された企画

提案書等は返却しない。 

ウ 企画提案書等の作成に係る経費は提案者の負担とする。 

エ 提出された企画提案書等は、提案者に無断で使用しない。ただし、埼玉県情報公開条例

（平成１２年埼玉県条例第７７号）に基づき公文書開示請求がなされた場合は、この限り

ではない。 

オ 本委託業務に係る説明会は開催しない。 

カ 本企画提案は事業者の選定を目的としており、契約に当たっては提案書の内容に拘束さ

れない。 

 

８ 質問事項の受付 

募集要領の内容に関する質問は次のとおり受け付ける。 

（１）受付期間 

令和８年３月４日（水）１７時まで 

（２）受付方法 

質問書（別紙様式３）に記入の上、電子メールで提出すること。 

（提出先アドレス）a3330-04@pref.saitama.lg.jp 

（３）回答方法 

質問を行った事業者名を伏せた上で、令和８年３月９日（月）までに、本実施要領を掲載し

たホームページに回答を掲載する。 

なお、電話による質問には、軽易なものを除き応じない。 

 

８ 契約先候補者の決定方法 

提出された企画提案書及びその他提出書類に基づき、書面により審査を行う。企画能力や業

務実施能力などを総合的に審査し、最も評価が高かった提案者を契約先候補者に決定する。 

   審査結果通知日（予定）：令和８年３月２７日（金） 

 

９ 契約の相手方の決定方法 

（１）県は、契約先候補者と業務履行に必要な協議を行い、協議が整った場合は契約先候補者から

改めて見積書を徴取し、見積書を精査の上、委託契約書を締結する。 

（２）契約先候補者と協議が整わない場合や、契約締結までの間に契約候補先に事故のある場合等
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契約先候補者としての資格要件を失った時は、契約先候補者に対してその資格を取り消す旨

の通知をした後、企画提案競技審査委員会において評価点が２番目に高かった者を新たに契

約先候補者とする。 

 

10 その他留意事項 

（１）県が提供した資料等については、本企画提案競技及び契約以外の目的で使用することは禁止

する。 

（２）本公募は、本事業に関する令和８年度予算が議決されなかったとき、又は歳入歳出予算の当

該金額に減額等があったときは、調停手続きを延長し、又は停止する。 

 

11 担当者連絡先 

   ７（２）〈提出先〉と同様 


